
日
時　
３
月
30
日（
土
）　
午
後
３

時（
開
場:

午
後
２
時
15
分
）

会
場　
文
化
セ
ン
タ
ー「
大
ホ
ー

ル
」

指
揮　
工
藤
俊
幸

朗
読　
俳
優
・
木
村
多
江

管
弦
楽　
山
形
交
響
楽
団

　
後
見
人
等
は
、
本
人
に
代
わ
っ

　
身
寄
り
が
な
く
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
契
約
が
で
き
な
い
、
悪
質
商
法
の
被

害
を
受
け
た
、
物
忘
れ
が
増
え
お
金
の
管
理
に
不
安
が
あ
る
な
ど
の
悩
み

を
抱
え
て
い
る
人
は
身
近
に
い
ま
せ
ん
か
。「
成
年
後
見
制
度
」は
、
認
知

症
や
知
的
障
が
い
、
精
神
障
が
い
な
ど
に
よ
り
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い

人
の
財
産
や
権
利
を
守
る
た
め
の
制
度
で
す
。

後
見
人
等
の
役
割

　
3
月
30
日
、
文
化
セ
ン
タ
ー
で「
山
形
交
響
楽
団
ド
リ
ー
ム
コ
ン
サ
ー

ト 

ｗ
ｉ
ｔ
ｈ 

木
村
多
江
～
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
贈
る
世
界
の
名
作
～
」

を
開
催
し
ま
す
。山
形
交
響
楽
団
に
よ
る
ク
ラ
シ
ッ
ク
の
名
曲
と
、俳
優・

木
村
多
江
さ
ん
に
よ
る
朗
読
、
そ
し
て
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
を
バ
ッ
ク
に

加
え
、
世
界
の
名
作「
葉
っ
ぱ
の
フ
レ
デ
ィ
」を
お
届
け
し
ま
す
。
一
味

違
っ
た
コ
ン
サ
ー
ト
を
ぜ
ひ
お
楽
し
み
く
だ
さ
い
。

特撮
シリーズ
特撮
シリーズ

すかがわ

№27
　市のスポーツに関する話題
などをシリーズで紹介します。

　冬の寒い時期でも気軽に楽しめる
よう、昭和63年に本市スポーツ推進
委員により考案されたスポーツです。
ラバーバレーボールの特徴
▶柔らかいボールのため、突き指を
する心配がなく、レシーブしても痛
くないので、冬の時期でも老若男女問わず世代を超えて楽
しめる
▶シルバー世代の健康の保持・増進に最適
▶変化するボールの動きに翻弄され、思わず
笑いが起こる
　3月3日（日）にラバーバレーボール大会を開催
します。詳しくは、11ページをご覧ください。

☞市スポーツ推進委員連絡協
議会（生涯学習スポーツ課内）
（88）9174

すかがわ
スポーツ通信
本市発祥のスポーツ「ラバーバレーボール」

No.5

本市発祥のスポーツ
ラバーバレーボール

ラバーバレーボール使用球

特撮の仕事～照明～
　特撮の照明は、
その場面に合った
明るさや影を作り
出します。壊れる
ビルの中でバチバ
チと点滅する光、
戦車が発射する光線など、様々な場面に応じて技
法を使い分けます。
　特撮の撮影では多量の光が必要になるので、爆
破シーンなどで大きな炎の塊を表現するためには、
通常の蛍光灯より数十倍以上照らせるライトを使
用することがあります。
　特撮における照明は、シーンを彩り、 より本物
らしく見せる重要な仕事です。

　特撮に関する情報をシ
リーズでお知らせします。

　
上
の
表
の
と
お
り
、
成
年
後
見

制
度
は「
任
意
後
見
」と「
法
定
後

見
」に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
任
意
後
見
制
度
を
利
用
す
る
に

任
意
後
見
制
度
の
利
用

　
本
人
の
居
住
地
を
管
轄
す
る
家

庭
裁
判
所
に
申
立
て
手
続
き
が
必

要
で
す
。
後
見
制
度
の
開
始
ま
で

の
流
れ
は
右
の
図
の
と
お
り
で
す
。

家
庭
裁
判
所
に
申
立
て
が
で
き
る

人　
本
人
、
配
偶
者
、
四
親
等
以

内
の
親
族　
な
ど

申
立
て
に
必
要
な
書
類　

申
立

法
定
後
見
制
度
の
利
用

安
心
で
き
る
生
活
や
財
産
・

権
利
を
守
る
た
め
に

　
市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー
で

は
、
社
会
福
祉
協
議
会
や
地
域
包

括
支
援
セ
ン
タ
ー
、
基
幹
相
談
支

援
セ
ン
タ
ー
と
と
も
に
制
度
の
利

用
を
考
え
て
い
る
人
の
相
談
を
受

け
付
け
て
い
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
市
成
年
後
見
支
援

セ
ン
タ
ー（
市
民
福
祉
部
内
）ま
で

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
い
合
わ
せ　

（
88
）９
１
７
８

て
財
産
の
管
理
や
日
常
生
活
の
支

援
を
行
い
、
不
利
益
を
受
け
な
い

よ
う
に
し
ま
す
。

財
産
の
管
理　

預
貯
金
や
不
動

産
、
年
金
や
日
常
生
活
費
な
ど
を

管
理
し
ま
す
。
通
帳
や
証
書
の
保

管
な
ど
も
行
い
ま
す
。

日
常
生
活
の
支
援　
介
護
・
福
祉

サ
ー
ビ
ス
利
用
手
続
き
、
入
院
手

続
き
や
費
用
の
支
払
い
、
施
設
入

所
契
約
や
要
介
護
認
定
の
申
請
な

ど
を
行
い
ま
す
。

※
後
見
人
等
で
あ
っ
て
も
次
の
行

為
は
で
き
ま
せ
ん
。

▼
入
院
な
ど
の
身
元
保
証
人
や
身

元
引
受
人
に
な
る
こ
と

▼
実
際
に
介
護
を
す
る
こ
と

▼
手
術
な
ど
医
療
行
為
の
同
意
を

す
る
こ
と

▼
本
人
の
身
分
に
関
わ
る
行
為

（
結
婚
な
ど
）を
本
人
に
代
わ
っ
て

行
う
こ
と　
な
ど

は
、
公
証
役
場
で
公
正
証
書
に
よ

る
契
約
が
必
要
で
す
。

　

本
人
の
判
断
能
力
が
低
下
し
、

家
庭
裁
判
所
が
認
め
た
時
点
か
ら

後
見
活
動
が
開
始
さ
れ
ま
す
。

書
、
医
師
の
診
断
書
、
戸
籍
謄
本

な
ど

※特別な事由がない限り、後見人等を解任したり、
制度の利用をやめたりすることはできません。

 家庭裁判所に申立て
▼

 後見人等の選任
　本人にどのような支援が必要かを考慮し、家庭裁
判所が適任者（親族や弁護士・司法書士・社会福祉
士などの専門家）を選任します。後見人等への報酬
も家庭裁判所が決定します。

▼
　申立て後、家庭裁判所で審判・審理が行われ、約
２～４カ月で支援が開始されます。

審判・審理

▼
開始

　後見人等による支援が開始されると、後見人等は
家庭裁判所に定期的に事務報告や収入状況報告を
行います。本人が亡くなった時点で後見人等の業務
は終了します。

⃝法定後見制度の開始までの流れ

■ 
成
年
後
見
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？
成
年
後
見
制
度

市
成
年
後
見
支
援
セ
ン
タ
ー（
市
民
福
祉
部
内
）
（
88
）９
１
７
８

皆
さ
ん
の
ご
来
場
を

お
待
ち
し
て
い
ま
す

入
場
券（
全
席
指
定
）　
一
般
５
０

０
０
円
、
高
校
生
以
下
2
０
０
０

円（
当
日
券
５
０
０
円
増
）

※
未
就
学
児
は
入
場
不
可

そ
の
他　
入
場
券
は
、
１
月
14
日

（
日
）午
前
10
時
か
ら
文
化
セ
ン

タ
ー
ほ
か
各
プ
レ
イ
ガ
イ
ド
で
販

売

寒天で作った海への照明の比較

☞文化振興課 （94）7174

区分 対象者 後見人等の選任方法 支援内容

任
意
後
見

将来に備
える人

自分で選んだ人を任
意後見人にすること
ができる

判断能力があ
るうちに任意
後見人と相談
した内容（財
産管理など）

法
定
後
見

補
助

判断能力
が不十分
な人

家庭裁判所が補助
人、保佐人、後見人
を選任する

一部の契約・
手続などの同
意・取消や代
理

保
佐

判断能力
が著しく
不十分な
人

財産上の重要
な契約などの
同意・取消や
代理

後
見

判断能力
が欠けて
いること
が通常の
状態の人

全ての契約な
どの代理・取
消

⃝任意後見と法定後見

文化センター （76）7777

■ 文化センター自主事業

音楽と朗読で楽しむ
世界の名作

山形交響楽団の奏でる表現豊かな演奏をお楽しみください

指揮者・工藤俊幸さん 俳優・木村多江さん

5 4令和6年1月1日令和6年1月1日


